
２
月
８
日
、
秋
田
市
と
一
般
社
団
法

人
秋
田
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
が
、｢

災
害

時
に
お
け
る
液
化
石
油
ガ
ス
お
よ
び
応

急
対
策
用
資
機
材
の
調
達
に
関
す
る
協

定｣

を
締
結
し
ま
し
た
。

協
定
で
は
、
災
害
発
生
時
、
避
難
所

の
炊
き
出
し
や
暖
房
に
使
う
プ
ロ
パ
ン

な
ど
の
調
達
に
つ
い
て
、
同
協
会
が
協

力
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。

空
き
家
は
、
所
有
者
が
適
正
に
管
理

す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。
冬
期
間
の
積

雪
な
ど
で
、
家
屋
が
傷
ん
で
い
な
い
か

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
引
っ
越
し
で
自
宅
が
空
き
家

に
な
る
場
合
は
、
次
の
点
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

■
建
物
の
倒
壊
や
、
強
風
で
物
が
飛

散･

落
下
す
る
な
ど
し
て
、
近
隣
の

家
屋
や
通
行
人
な
ど
に
被
害
を
与
え

た
場
合
、
そ
の
建
物
の
所
有
者
ま
た

は
占
有
者(

実
際
に
使
っ
て
い
る
人)

に
対
し
、
損
害
賠
償
な
ど
の
管
理
責

任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

■
現
在
、
空
き
家
を
所
有
し
て
い
る
、

ま
た
は
家
族
の
転
居
な
ど
で
空
き
家

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
物
件

を
お
持
ち
の
か
た
は
、｢

適
正
に
管

理
さ
れ
て
い
る
か｣｢

将
来
的
に
誰
が

管
理
す
る
か｣

な
ど
を
今
一
度
ご
確

認
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

通
行
人
な
ど
に
危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な

空
き
家
は
、
防
災
安
全
対
策
課
☎(

８
６

６)
２
０
２
１
、
そ
の
他
、
相
談
窓
口
の

案
内･
紹
介
は
、
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

☎(

８
６
６)

２
０
３
９

■
納
付
回
数
が
12
回
か
ら
９
回
に

平
成
28
年
度
か
ら
介
護
保
険
料
の
普

通
徴
収(

口
座
振
替
、
納
付
書
に
よ
る
金

融
機
関
な
ど
で
の
納
付)

の
納
付
回
数

が
、
12
回
か
ら
９
回
に
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
住
民
税
の
課
税
な
ど

が
確
定
す
る
ま
で
の
４･

５･

６
月
の
３

か
月
間
は
、｢

暫
定
賦
課｣

と
し
て
前
々

年
の
所
得
な
ど
を
元
に
算
定
し
た
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
28
年
度
か
ら
こ
の｢

暫
定
賦

課｣

を
廃
止
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
１

回
あ
た
り
の
納
付
額
は
、
年
額
を
12
分

割
し
た
も
の
か
ら
９
分
割
し
た
金
額
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
初
回
の
納
付
が
４
月
か
ら
７
月
に

暫
定
賦
課
の
廃
止
に
と
も
な
い
、
介

護
保
険
料
の
普
通
徴
収
は
こ
れ
ま
で
４

月
か
ら
納
付
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た

が
、
平
成
28
年
度
か
ら
は
、
７
月
か
ら

９
回
に
分
け
て
毎
月
納
付
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

特
別
徴
収(

年
金
か
ら
の
引
き
落
と

し)

の
か
た
の
納
付
回
数
と
納
付
時
期

に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
ど

お
り
、
年
金
の
支
給
月(

４
月
か
ら
、
偶

数
月
に
年
６
回)

に
保
険
料
が
引
き
落

と
さ
れ
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　

介
護
保
険
課
☎(

８
６
６)

２
０
６
９

｢

自
分
の
た
め
に
始
め
る
健
幸(

康)
づ
く
り
と
地
域
づ
く
り｣

を
テ
ー
マ

に
、
ミ
ニ
講
義(

講
師
は
東
京
大
学
Ｉ

O
G
特
任
講
師
の
後
藤
純
さ
ん)

や
生

活
支
援
体
制
整
備
事
業
モ
デ
ル
地
区
か

ら
の
活
動
報
告
な
ど
を
行
い
ま
す
。
参

加
無
料
。
直
接
会
場
へ
ど
う
ぞ
。

日
時
▼

３
月
18
日
(金)
午
前
10
時
〜
正
午

会
場
▼

中
央
シ
ル
バ
ー
エ
リ
ア
多
目
的

ホ
ー
ル(

御
所
野)

先
着
▼

100
人

◆
毎
日
外
出
す
る
人
と
、
２･

３
日
に

一
度
し
か
外
出
し
な
い
人
で
は
、
認

知
症
の
発
生
リ
ス
ク
が
３･

５
倍
違

い
ま
す
。
65
歳
以
上
の
シ
ニ
ア
世
代

の
み
な
さ
ん
は
、
健
康
づ
く
り･

介

護
予
防
の
た
め
に
も
、
自
分
の
居
場

所
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に

よ
る
つ
な
が
り
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ
　

長
寿
福
祉
課
☎(

８
６
６)

８
７
６
０

市
内
７
地
域(

中
央･

東･

西･

南･

北･

河
辺･

雄
和)

の
個
性
あ
る
地
域
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
市
民
と
行
政

が
と
も
に
学
び
あ
う
機
会
と
し
て
、
地

域
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

講
師
は
、
総
務
省
地
域
力
創
造
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
の
尾
野
寛
明
さ
ん
。
内
容

は
、
地
域
づ
く
り
の
実
践
に
向
け
た
講

義
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
受
講
無
料
。

定
員
60
人
。

日
時
▼

３
月
15
日
(火)
午
前
10
時
〜
午
後

４
時
　
会
場
▼

ア
ル
ヴ
ェ
２
階
多
目
的

ホ
ー
ル

申
し
込
み
▼

３
月
11
日
(金)
ま
で
市
民
協

働･

地
域
分
権
推
進
課

☎(

８
６
６)

２
０
３
７

市役所からの
お知らせ＊市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、秋田市

ホームページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/

１

●文中｢SC｣はサービスセンターの略です。

個こ

性せ
い

あ
る
地ち

域い
き

づ
く
り
を

学ま
な

ぶ
セ
ミ
ナ
ー

引ひ

っ
越こ

し
シ
ー
ズ
ン

空あ

き
家や

の
管か

ん

理り

は
適
正

て
き
せ
い

に

介か
い

護ご

保ほ

険け
ん

料り
ょ
う(

普ふ

通つ
う

徴
収

ち
ょ
う
し
ゅ
う)

の
納の

う

付ふ

回
数

か
い
す
う

を
変
更

へ
ん
こ
う

し
ま
す

(

一
社)

秋
田
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
の

木
村
繁
会
長(

左)

と
穂
積
市
長

災
害

さ
い
が
い

時じ

の
液え

き

化か

石せ
き

油ゆ

ガ
ス

調ち
ょ
う

達た
つ

に
関か

ん

す
る
協き

ょ
う

定
締
結

て
い
て
い
け
つ

●問い合わせ　
防災安全対策課

☎(866)2021

健
康

け
ん
こ
う

づ
く
り
と
地ち

域い
き

づ
く
り

に
つ
い
て
の
活
動
報
告
会

か
つ
ど
う
ほ
う
こ
く
か
い

６



新
庁
舎
建
設
工
事
に
と
も
な
い
、
駐

車
ス
ペ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
本

庁
へ
お
越
し
の
際
は
、
公
共
交
通
機
関

を
利
用
す
る
な
ど
、
駐
車
場
の
混
雑
緩

和
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
転
入･

転
出･
転
居
手
続
き
は
次
の

各
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

で
も
受
け
付
け
ま
す

住
民
異
動
届
、
住
民
票
の
写
し
や
戸

籍
証
明
書
な
ど
の
請
求
は
、次
の
各
市

民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

で
も
受
け
付
け
ま
す
。

届
出
窓
口

･

市
民
課
☎(

８
６
６)

２
０
１
８

･

北
部
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
９
３)

５
９
８
４

･

西
部
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
８
８)

８
０
８
０

･

南
部
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
３
８)

１
２
１
２

･

河
辺
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
８
２)

５
１
３
１

･

雄
和
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
８
６)

５
５
２
３

･

駅
東
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
８
７)

５
３
２
０

･

岩
見
三
内
連
絡
所☎(

８
８
３)

２
１
１
１

･

大
正
寺
連
絡
所
☎(

８
８
７)

２
１
１
１

受
付
時
間

平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分(

駅
東
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

は
午
前
９
時
〜)

＊
本
人
と
確
認
で
き
る
、
運
転
免
許
証

や
健
康
保
険
証
な
ど
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
ま
た
、｢

本
人｣｢

本
人
と
同
一

世
帯
の
か
た｣｢

法
定
代
理
人｣

以
外

の
か
た
が
届
け
出
る
と
き
は
委
任
状

が
必
要
で
す
。

施
設
の
保
守
点
検
、
作
業
停
電
に
よ

り
、
次
の
日
程
で
休
止
、
休
館
し
ま

す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
３
月
12
日
(土)
と
４
月
９
日
(土)

①
自
動
交
付
機
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
交
付
を
休
止
…
市
内
に
あ
る
す
べ

て
の
自
動
交
付
機(

住
民
票
の
写
し
な
ど

を
交
付)

が
休
止
し
ま
す
。
ま
た
、
市
役

所
本
庁
と
各
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

で
行
っ
て
い

る
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド(

個
人
番
号

カ
ー
ド)

の
交
付
も
休
止
し
ま
す
。

問
▼

市
民
課
☎(

８
６
６)

２
０
１
８

②
午
前
７
時
〜
午
後
６
時
30
分
頃
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
公
開
を
停
止
し
ま
す

問
▼

情
報
統
計
課
☎(

８
６
６)

２
０
１
３

③
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

が
休
館

問
▼

☎(

８
８
７)

５
３
２
０

■
３
月
19
日
(土)

北
部･

西
部･

南
部
の
各
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

が
休

館
…
北
部･

西
部
に
あ
る
自
動
交
付
機

は
利
用
で
き
ま
す
。

問
▼

北
部
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
４
５)

２
２

６
１
、
西
部
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
８
８)

８

０
８
０
、
南
部
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎(

８
３
８)

１
２
１
２

■
３
月
20
日
(日)

東
部
市
民
Ｓ
Ｃ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

が
休
館

問
▼

☎(

８
５
３)

１
０
３
９

平
成
27
年
度
ま
で
の
市
税
に
未
納
が

あ
る
か
た
は
、
３
月
中
に
納
付
さ
れ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

市
税
の
納
付
に
は
、
手
続
き
も
簡
単

で
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
納
期
の
最
終
日
が
引
き
落
と
し
日

に
な
り
ま
す
。

▼

今
月
納
期
の
市
税
は
国
民
健
康
保
険

税
第
９
期
、
納
期
限
は
３
月
31
日
(木)

国
保
年
金
課
☎(

８
６
６)

２
１
８
９

■
市
税
の
休
日
納
付
窓
口
を
開
設

日
時
▼

３
月
19
日
(土)･

20
日
(日)
、
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

会
場
▼

市
役
所
２
階
納
税
課

☎(

８
６
６)

２
０
５
８    

田市 人口秋 の 平成28年２月１日現在

●人口u316,160人(-217)
・男u148,690人(-134)
・女u167,470人(-83)
＊１年前の人口u318,095人

●世帯u135,536世帯(-85)

…１月分 出生u186人
死亡u333人
転入u384人　
転出u454    人　　
( )内は前月比

３
月
は
市し

税
完
納

ぜ
い
か
ん
の
う

強
調

き
ょ
う
ち
ょ
う

月
間

げ
っ
か
ん

納の
う

期き

内
納

な
い
の
う

付ふ

に
ご
協
力

き
ょ
う
り
ょ
く

を

uマイナンバー制度については番号制度導入推
進室へ。☎(866)6653

問い合わせ

転入･転出･転居などで住所変更の手

続きを行う場合は、通知カードやマイナ

ンバーカード(個人番号カード)を忘れず

に届出窓口にお持ちください。カード

に新しい住所が記載されます。秋田市

外へ転出されたかたは、転出先の自治体

の窓口へカードをお持ちください。

カードも一緒に
お引っ越し

マイナンバー

ご注意を！ 通知カードの取り扱い

通知カードは、マイナンバーを確認す

るためのカードです。本人確認書類(身

分証明書)として利用することはできま

せん。店員などが通知カードのコピー

を取ったりすると、目的外のマイナンバ

ーの収集と見なされ、法律に触れる可能

性があります。

なお、マイナンバーカードは、本人確

認書類として利用できますが、マイナン

バーが記載された裏面のコピーを取るこ

とはできませんので、ご注意ください。

＊通知カードは、みなさんにマイナンバーをお

知らせした紙製のカードです。マイナンバー

カードは、本人の申請により市の窓口で交付

する顔写真のついたものです。

市民課☎(866)2018

マイナンバーカードは、２月１日から

交付を始めていますが、交付スケジュー

ルが遅れています。

順次、交付通知(はがき)をお送りして

いますので、まだ届いていないかたは、

いましばらくお待ちください。

保ほ

守
点
検

し
ゅ
て
ん
け
ん

な
ど
で

休き
ゅ
う

止し

、休き
ゅ
う

館か
ん

し
ま
す

本ほ
ん

庁ち
ょ
う

窓
口

ま
ど
ぐ
ち

の
混
雑

こ
ん
ざ
つ

緩か
ん

和わ

に

ご
協
力

き
ょ
う
り
ょ
く

を
お
願ね

が

い
し
ま
す

広報あきた　平成28年３月４日号７


